
令和７年１０月３０日

定例記者会見

次　　第

１.　新庁舎多目的スペースの愛称募集について

２.　福島ファイヤーボンズホーム戦、無料観戦バスツアーの

　　 参加者募集について

３.　その他

日時：令和７年１０月３０日（木）　１０：００より

場所：本庁舎４階　庁議室



会津若松市総務課
〒965-8601 会津若松市東栄町３番46号（本庁舎６階）
電 話：0242-39-1211
メール：somu@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp

応募先・問い合わせ

応募フォーム
からの応募は
こちらから

または
応募用紙（このチラシ裏面又は市
のホームページから取得）に必要
事項を記入の上、会津若松市総務
課に持参・郵送・メールのいずれ
かで提出

応募方法

応募用紙や募集の
詳細はこちらから

新庁舎の多目的スペースに親しまれるニックネームをつけてみませんか？

多目的スペース
愛称募集

応募期間 2025年11月１日（土）

12月26日（金）

最優秀賞
１名

３万円分の
商品券

イベント時の多目的スペースの様子

展示利用時の多目的スペースの様子



新庁舎多目的スペース愛称募集要項

１　募集趣旨

　新庁舎は「まちの要として、人が集い、賑わいを創り出す」ことを基本理念の一つに位置づけてお

り、特に多目的スペースについては、歴史や観光など様々な情報を発信する場やイベントの場として、

数多くの市民や団体に利用いただくことで、基本理念に沿う空間となります。

　今後、より多くの市民に多目的スペースを認知していただき、さらには、市民にとって、より身近

で親しみやすい場所とするため、新庁舎多目的スペースについて、「市民活動の場として多目的な利

用をかなえる場所」にふさわしい愛称を募集します。

２　応募資格

　下記のいずれかに該当する方が応募できます。

　⑴　会津地域の市町村に住所を有している方

  ⑵　会津地域の事務所又は事業所に勤務する方

  ⑶　会津地域の学校に通学している方

３　募集期間

　令和７年11月１日（土）から令和７年12月 26日（金）まで（令和７年12月 26日（金）必着）

４　作品の条件

　①　施設がイメージできること。

　②　親しみやすく、覚えやすいこと。

　③　漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字により構成されていること。

　④　自分で作成したものであり、未発表であること。

　⑤　第三者の知的財産権等の権利を侵害しないこと。

５　応募方法

　⑴　応募用紙による応募の場合

　　　所定の応募用紙に必要事項を記入の上、以下のいずれかの方法でご提出ください。

　　①　郵送：次の郵送先に応募用紙を郵送してください。

　　　（郵送先）

　　　　〒965-8601　福島県会津若松市東栄町３番46号

　　　　会津若松市役所　総務課　宛

　　②　メール：次の送信先に応募用紙のデータを送信してください。

　　　（送信先）

 　　　 somu＠tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp

　



　　③　持参：次の持参場所に応募用紙をご持参ください。（土日祝日を除く平日の午前８時30分か

　　　　　　　ら午後５時15分まで。）

　　　（持参場所）

　　　　市役所本庁舎６階　総務課

　⑵　応募フォームから応募の場合

　　　応募専用フォームから必要事項を入力の上、応募してください。

　 

　　　二次元バーコード

６　選考方法

　市内の各種団体等から任命した委員により組織される新庁舎多目的スペース愛称選考委員会を設置

し、当該委員会で決定された選考方法をもとに、委員が選定します。

７　表彰

　最優秀賞受賞者１名を表彰し、３万円分の商品券（QUOカード）を贈呈します。

８　選考結果の公表

　最優秀賞受賞者には直接通知するとともに、市ホームページ等で受賞者名や作品等を発表いたしま

す。（令和８年２月下旬頃の公表を予定しております。）

９　愛称の使用開始

　選考委員会で決定した愛称は、令和８年４月１日から使用する予定です。

10　応募規約

　作品の応募があった場合、当該応募者は、次の応募規約に同意した上で、応募いただいたとみなし

ます。

　⑴　応募について

　　①　応募作品は、自作かつ未発表のものに限ることとし、第三者の知的財産権等の権利を侵害し

　　　ないものとします。

　　②　一人３点までの応募とします。

　　③　応募に係る一切の費用は、応募者の負担とし、応募作品はいかなる理由があっても返却しな

　　　いものとします。

　　④　18歳未満の方は、保護者の同意を得た上で応募してください。

　　⑤　重複した作品（類似した作品も含む。）の中から最優秀賞受賞者を選ぶ場合、愛称の理由・



　　　由来等により一人の最優秀賞受賞者を選ぶこととします。

　　⑥　応募方法や応募期間が守られていないこと、必要事項が記載されていないことなどの不備が

　　　ある場合、応募は無効となります。

　⑵　受賞作品について

　　①　受賞者に対してのみ結果を通知し、受賞者以外の応募者には結果の通知は行いません。

　　②　受賞作品に係る知的財産権等の一切の権利は、会津若松市に帰属します。

　　③　受賞者は、受賞作品に対し、著作者人格権に基づく権利行使を行わないものとします。

　　④　受賞作品が第三者の権利を侵害する場合、又は第三者の権利を侵害するおそれがあると認め

　　　られる場合は、受賞を取消しする場合があります。また、当該権利侵害に係る争訟の一切を応

　　　募者の責任において対処することとします。

　⑶　個人情報について

　　①　応募にあたり市が取得する個人情報については、市で適切に管理し、法令等で定める場合を

　　　除き、本事業以外の目的で使用することはありません。

　　②　受賞者の氏名、住所（市町村名まで）、職業は、広報のため公表することがあります。

11　お問い合わせ先

　〒965-8601　

　福島県会津若松市東栄町３番46号　

　会津若松市総務部総務課　文書法規グループ（本庁舎６階）　

　電話：0242-39-1211　　FAX：0242-39-1410

　メール：somu＠tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp

　受付時間：８時30分～17時 15分（土日祝日を除く。）

　※　審査に関するお問い合わせには応じかねますので、ご了承ください。



タイムスケジュールタイムスケジュール

郡山市郡山市会津若松市役所集合(予定）会津若松市役所集合(予定）

宝来屋ボンズアリーナ着宝来屋ボンズアリーナ着

オープニング開始オープニング開始

試合開始試合開始

会場発（予定）　会津若松市会場発（予定）　会津若松市

会津若松市役所着（予定）会津若松市役所着（予定）
会場会場 宝来屋ボンズアリーナ宝来屋ボンズアリーナ

第 10 節第 10 節 vs.ライジングゼファー福岡vs.ライジングゼファー福岡

限定100名限定100名

パッケージ内容 (無料）パッケージ内容 (無料） 申込み方法申込み方法

FUKUSHIMA

FIREBONDS
FUKUSHIMA

FIREBONDS

階
自
由
席

階
自
由
席

２２ 無料
　チ

ケッ
ト無料

　チ
ケッ

ト

2階自由席
観戦チケット
2階自由席
観戦チケット

バス代バス代

問い
合せ

※お食事代は含まれません
　ぜひアリーナグルメをお買い求めください。
※お食事代は含まれません
　ぜひアリーナグルメをお買い求めください。

右の二次元コードを読み取り
お申込みへお進みください！
右の二次元コードを読み取り
お申込みへお進みください！

申し込み期限：11月7日（金）申し込み期限：11月7日（金）

※小学生以下は、保護者の同伴が必要です。※小学生以下は、保護者の同伴が必要です。

会津若松市教育委員会　文化スポーツ課

電話番号:　0242-39-1306　メール:　sports@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp

会津若松市教育委員会　文化スポーツ課

電話番号:　0242-39-1306　メール:　sports@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp

詳細はコチラ!
会津若松市HP
詳細はコチラ!
会津若松市HP

定員になり次第申し込みを
終了とさせてせていただきます
定員になり次第申し込みを

終了とさせてせていただきます
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